
技術士登録、技術士ＣＰＤ、
APEC・IPEA国際エンジニア
取得方法

技術士登録、技術士ＣＰＤ、
APEC・IPEA国際エンジニア
取得方法

令和７（2025）年４月

日本技術士会原子力・放射線部会 新技術士講習会

令和７（2025）年４月

日本技術士会原子力・放射線部会 新技術士講習会



技術士登録について技術士登録について

登録申請書の作成
添付書類等の準備

申請書類の提出・受付

申請書類の審査

技術士登録簿への記載

技術士登録証の交付

・技術士登録申請書
・技術士の事務所に関する証明書
・登録証発送用宛名ラベル

・郵送またはWEB申請システムから

・提出から審査完了まで7～9日

・登録証の交付まで2～3日

https://www.engineer.or.jp/c_topics
/003/003819.html

日本技術士会HP/技術士･技術士捕 登録について



技術士ＣＰＤについて技術士ＣＰＤについて

 能力を獲得する活動：講演会・講習会・シンポジウム・研修会・見学会
等への参加、論文発表、口頭発表、執筆活動、資格取得、自己学習等

 実務を通じた活動：表彰を受けた業務、特許取得等

 社会貢献活動：公的な機関等の委員会委員、講演会講師、技術指導等

 能力を獲得する活動：講演会・講習会・シンポジウム・研修会・見学会
等への参加、論文発表、口頭発表、執筆活動、資格取得、自己学習等

 実務を通じた活動：表彰を受けた業務、特許取得等

 社会貢献活動：公的な機関等の委員会委員、講演会講師、技術指導等

継続研鑚（CPD：Continuing Professional Development）

技術士が自らの技術力、研究能力、マネジメント能力、コミュニケー
ション能力向上のために自分の能力を継続的に研鑚する活動

技術士法第47 条の2 に「技術士の資質向上の責務」として
「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、

その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」
との条文があり、技術士の資質向上を図るためのCPDは、法律で責務と位置づけられている。



技術士のＣＰＤ活動の目的及び技術士
に求められる資質能力
技術士のＣＰＤ活動の目的及び技術士
に求められる資質能力

技術士資格は、技術士の専門知識や技術力、高い倫理観と
いった資質能力を客観的に 保証する意義を有しており、個々
の技術士は、社会ニーズの変化に的確に対応できるよう、
日々自己研さんを積み、最新の知識・技術を身につけて、業
務の質を維持する責務が あります。技術士のCPD活動は、技
術士資格取得後もその資質能力を維持するだけでなく、更に
向上させることを目的とするものです。よって、個々の技術
士のCPD活動は、 各技術士が自身の生涯を通じたキャリア形
成を見据えて、自らの意思で主体的に業務履行上必要な知識
を深め、技術を修得することが求められます。
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を深め、技術を修得することが求められます。



技術士に求められる資質能力及び
ＣＰＤ活動
技術士に求められる資質能力及び
ＣＰＤ活動

技術の高度化、統合化等に伴い、技術者に求められる資質能力
は、ますます高度化、多様化しています。平成 26 年 3 月の
分科会において、「技術士に求められる資質能力（コンピテン
シー）」として、「専門的学識」、「問題解決」、「マネジメ
ント」、「評価」、 「コミュニケーション」、「リーダー
シップ」、「技術者倫理」が示され、令和 5 年 1 月 25 日の
分科会において、改訂が行われ「継続研さん」が追加されまし
た。これらは、技術士であれば最低限備えるべき資質能力です。
技術士はこれらの資質能力をもとに、業務履行上必要な知見を
深め、技術を修得し資質能力の向上を図るように 十分なCPD活
動を行うことが求められます。
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は、ますます高度化、多様化しています。平成 26 年 3 月の
分科会において、「技術士に求められる資質能力（コンピテン
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シップ」、「技術者倫理」が示され、令和 5 年 1 月 25 日の
分科会において、改訂が行われ「継続研さん」が追加されまし
た。これらは、技術士であれば最低限備えるべき資質能力です。
技術士はこれらの資質能力をもとに、業務履行上必要な知見を
深め、技術を修得し資質能力の向上を図るように 十分なCPD活
動を行うことが求められます。



技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用の仕組み技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用の仕組み



技術士ＣＰＤの登録体系（区分、算定基準）技術士ＣＰＤの登録体系（区分、算定基準）



最新版は、

2023年5月10日「技術士 CPD ガイドライン」Ver.1.2

2025年4月 1日「技術士 CPD 管理運営マニュアル」Ver.1.5

を参照ください。

→ https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8032_1.pdf

https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/attached/attach_8032_2.pdf
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「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（１／３）
「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（１／３）



「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（２／３）
「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（２／３）



「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（３／３）
「技術士ＣＰＤ活動実績の管理及び活用制度」
の手続きフロー（３／３）



技術士に求められる資質能力技術士に求められる資質能力

１．専門的学識
２．問題解決
３．マネジメント
４．評価
５．コミニュケーション
６．リーダーシップ
７．技術者倫理
８. 継続研さん



日本技術士会CPD時間算定基準日本技術士会CPD時間算定基準

技術士は、CPDの目的に適したものを自主的に選択して実
行するとともに、その実績 をCPD時間に換算し登録して分
析することが求められます。「技術士CPDガイドライン」
のⅠ.2.(3)の形態区分別CPD時間算定基準（目安）に沿った
形態項目別のCPD時間算定方 法として、「日本技術士会
CPD時間算定基準」を次頁に示します。
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CPD時間算定基準」を次頁に示します。



ＣＰＤ活動の資質区分及び形態区分ＣＰＤ活動の資質区分及び形態区分



ＣＰＤ時間算定基準ＣＰＤ時間算定基準



ＣＰＤ時間算定基準（注意事項）ＣＰＤ時間算定基準（注意事項）



技術士ＣＰＤについて技術士ＣＰＤについて

（資質能力維持のために必要なCPD時間 ）20CPD時間/年

基準ＣＰＤ時間

（高度なエンジニアとして必要なCPD時間）50CPD時間/年（うち技術者倫理1CPD時間以上）

推奨ＣＰＤ時間

（より社会的な信用度が高いエンジニアとして必要なCPD時間）250CPD時間/5年間

（うち技術者倫理5CPD時間以上）

技術士（CPD認定）

また、APEC エンジニアの登録申請には申請前2 年間に100CPD 時間、更新期間の5 年間に
250CPD 時間が必要。

（資質能力維持のために必要なCPD時間 ）20CPD時間/年

基準ＣＰＤ時間

（高度なエンジニアとして必要なCPD時間）50CPD時間/年（うち技術者倫理1CPD時間以上）

推奨ＣＰＤ時間

（より社会的な信用度が高いエンジニアとして必要なCPD時間）250CPD時間/5年間

（うち技術者倫理5CPD時間以上）

技術士（CPD認定）

また、APEC エンジニアの登録申請には申請前2 年間に100CPD 時間、更新期間の5 年間に
250CPD 時間が必要。

技術士CPDの登録



技術士ＣＰＤについて技術士ＣＰＤについて

技術士（CPD認定）の有効期間は認定日から5年間です。
＊1:申請前の過去5年度間の実績登録において、

[1] 合計250 CPD時間の実績、かつ
[2] そのうち5CPD時間以上の技術者倫理の実績、かつ
[3] 各年度が少なくとも20 CPD時間の実績が登録されていること。

＊2:当面の経過措置として、2024年3月末までの申請については、直近の過去2年度にお
いて共に推奨CPD時間（50CPD時間以上）が登録されていることにより同様の措置を講じ
ます。また、2021年度以前の実績登録においては、技術者倫理に関する実績を要件としま
せん。

技術士（CPD認定）の有効期間は認定日から5年間です。
＊1:申請前の過去5年度間の実績登録において、

[1] 合計250 CPD時間の実績、かつ
[2] そのうち5CPD時間以上の技術者倫理の実績、かつ
[3] 各年度が少なくとも20 CPD時間の実績が登録されていること。

＊2:当面の経過措置として、2024年3月末までの申請については、直近の過去2年度にお
いて共に推奨CPD時間（50CPD時間以上）が登録されていることにより同様の措置を講じ
ます。また、2021年度以前の実績登録においては、技術者倫理に関する実績を要件としま
せん。

技術士（CPD認定）の認定

技術士CPD活動実績名簿/術士（CPD認定）名簿
https://www.engineer.or.jp/c_topics/008/008070.html



技術士ＣＰＤについて技術士ＣＰＤについて

技術士（CPD認定）ロゴマークの制定

日本技術士会は「技術士（CPD認定）」
をより社会に広くアピールしていくため、
上記の新たなロゴマークを制定いたしま
した。
「技術士（CPD認定）」の認定を受けた
技術士は、認定日から5年間、「技術士
（CPD認定）」の名刺等への表記及び上
記のロゴマークの使用が認められます。
なお、「技術士（CPD認定）」は、日本
語のみにて使用されます。



ＣＰＤの実績例ＣＰＤの実績例

WEB登録の集計画面
（左：形態項目別表示 右：資質項目別表示）

WEB登録していると、「講演会と委員会への参加で
稼いでいる。」といった様に、グラフ化するとCPDの
実績を分析しやすくなります。



APECエンジニア取得方法APECエンジニア取得方法

APECエンジニア7要件

1) 定められた学歴要件を満たすこと

2) IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力（International Engineering 
Alliance competency profile for engineers）」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能
力があると認められること

3) エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること

4) 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること

5) 継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6) 業務の履行に当り倫理的に行動すること

7) プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

APECエンジニア7要件

1) 定められた学歴要件を満たすこと

2) IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力（International Engineering 
Alliance competency profile for engineers）」に照らし、自己の判断で業務を遂行する能
力があると認められること

3) エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること

4) 少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有していること

5) 継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6) 業務の履行に当り倫理的に行動すること

7) プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

APECエンジニア相互承認プロジェクトに基づき、有能な技術者が国境を越えて自
由に活動できるようにするための制度



APECエンジニア取得方法APECエンジニア取得方法

(1)「自己の判断で業務を遂行できる能力」

具体的には、APECエンジニア申請書の様式4（2年間以上の責任ある立場での重要
なエンジニアリング業務経験）を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]ど
のような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価するか、
についての記述を求めている。

(2) 大学等のエンジニアリング課程修了

従来のAPECエンジニア・マニュアルから特段の変更はないが、この要件に該当しな
い場合でもモニタリング委員会が別に定める方法の追加資料を基に判定（事務局より
個別に案内あり）。

(3) 倫理に関するCPDの必須化

新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、倫
理に関するCPDを計上。

(1)「自己の判断で業務を遂行できる能力」

具体的には、APECエンジニア申請書の様式4（2年間以上の責任ある立場での重要
なエンジニアリング業務経験）を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]ど
のような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価するか、
についての記述を求めている。

(2) 大学等のエンジニアリング課程修了

従来のAPECエンジニア・マニュアルから特段の変更はないが、この要件に該当しな
い場合でもモニタリング委員会が別に定める方法の追加資料を基に判定（事務局より
個別に案内あり）。

(3) 倫理に関するCPDの必須化

新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD時間、倫
理に関するCPDを計上。

第36回新規審査申請受付期間（25/7～25/10）
準備中（日本技術士会HPを参照）



IPEA国際エンジニア取得方法IPEA国際エンジニア取得方法

IPEA国際エンジニア登録要件

1)ワシントンアコード認定またはそれと同等のエンジニアリング課程を修了している
こと。

2)IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力（International 
Engineering Alliance competency profile for engineers）」に照らし、自己の判
断で業務を遂行する能力があると認められること

3)エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること

4)少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有して
いること

5)継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6)業務の履行に当り倫理的に行動すること

7)プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

IPEA国際エンジニア登録要件

1)ワシントンアコード認定またはそれと同等のエンジニアリング課程を修了している
こと。

2)IEAが標準として示す「エンジニアとしての知識・能力（International 
Engineering Alliance competency profile for engineers）」に照らし、自己の判
断で業務を遂行する能力があると認められること

3)エンジニアリング課程修了後7年間以上の実務経験を有していること

4)少なくとも2年間の重要なエンジニアリング業務の責任ある立場での経験を有して
いること

5)継続的な専門能力開発を満足できるレベルで実施していること

6)業務の履行に当り倫理的に行動すること

7)プロフェッショナル・エンジニアとして行った活動及び決定に対し責任をもつこと

学歴要件、実務経験などについて国際的に一定の要件を定め、その要件以上にある
と認められる技術者に対して与えられる共通の称号



IPEA国際エンジニア取得方法IPEA国際エンジニア取得方法

※日本技術士会にて受け付けるIPEA国際エンジニア新規審査申請は、技術
士に登録されている方のみ

・「自己の判断で業務を遂行できる能力」

現在、IPEA国際エンジニアの審査はAPECエンジニア登録を前提に行ってお
り、2015年度からは様式4（2年間以上の責任ある立場での重要なエンジニ
アリング業務経験）を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]どの
ような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価
するか、についての記述を求めることとしている。

・大学等のエンジニアリング課程修了

従来のEMFの定款から特段の変更はなし。この要件に該当しない場合でもモ
ニタリング委員会が別に定める方法の追加資料を基に判定する。

・倫理に関するCPDの必須化

新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD
時間、倫理に関するCPDを計上することを要件としている。

※日本技術士会にて受け付けるIPEA国際エンジニア新規審査申請は、技術
士に登録されている方のみ

・「自己の判断で業務を遂行できる能力」

現在、IPEA国際エンジニアの審査はAPECエンジニア登録を前提に行ってお
り、2015年度からは様式4（2年間以上の責任ある立場での重要なエンジニ
アリング業務経験）を拡充し、[1]どのようなマネジメントを行い、[2]どの
ような判断に基づき問題解決を行い、[3]その解決結果を現時点でどう評価
するか、についての記述を求めることとしている。

・大学等のエンジニアリング課程修了

従来のEMFの定款から特段の変更はなし。この要件に該当しない場合でもモ
ニタリング委員会が別に定める方法の追加資料を基に判定する。

・倫理に関するCPDの必須化

新規審査においては申請前過去2年度100CPD時間のうち少なくとも1CPD
時間、倫理に関するCPDを計上することを要件としている。

第24回新規審査申請受付期間（25/7～25/10）
準備中（日本技術士会HPを参照）


